様式第1号(第3条、第11条関係)
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記入上の注意
　１　「職員の確認」欄は、休日の代休日が指定されたとき、「代休日の指定を希望しない旨を申し出ないこと」を確認した上で職員に確認させる。
　２　半日勤務時間の割振り変更を命ずるときは、「新たな週休日となる日の変更前の割振り」欄には、変更前の勤務時間の割振りを記入するとともに、当該日の変更後の勤務時間の割振りを朱記するものとする。
　３　「週休日等取得確認印」欄は、直接の監督責任者が次の事項を確認した上で確認する。①職員が「新たな勤務日における勤務時間の割振り」欄のとおり勤務したこと。②新たに指定された週休日または代休日に勤務しなかったこと。半日勤務時間の割振り変更の場合は、「新たな週休日等となる日の変更前の割振り」欄に朱記された勤務時間のとおり勤務したこと。
[bookmark: _GoBack]　４　新たに週休日に指定された日または代休日に勤務した場合および同一週を超えて勤務時間の割振り等を行い超過勤務の支給が必要な場合には、超過勤務等命令簿（様式第２号）に記入して超過勤務手当または休日給を支給しなければならない。
